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業務改善計画実施状況のご報告

去る平成24年4月5日、第7回目の「業務改善計画の実施状況報告書」を主務官庁に提出致し
ました。この報告書の概要と現在までの改善状況について下記のとおりご報告致します。

１．経営管理（ガバナンス）体制の改善について
取引先企業と利害関係を有する理事・評議員の選任を排除するなど、財団の適正かつ公正な

事業運営を図ることを目的に「理事、監事及び評議員の選任基準に関する規程」を策定致しまし
た。さらに、選任される理事・監事および評議員は欠格事由に該当しない旨を誓約した「誓約書」
の提出を行います。

２．内部管理体制の改善について
平成24年3月に本部全部署および全支局への内部監査が終了致しました。平成24年度は従前

の内部監査業務に加え、契約内容の妥当性適否の確認などを目的に厳正な書類監査を行ってま
いります。

３．役職員の法令等遵守意識改革と徹底について
≪「平成24年度コンプライアンス・プログラム」の策定≫
常にコンプライアンスを遵守する組織になることを目的に「平成24年度コンプライアンス・プロ

グラム」を策定致しました。コンプライアンスを実践するための全組織を対象とした具体的、かつ
網羅的な実践計画として法令等遵守意識の徹底と定着を図り、健全な財団を目指してまいります。

４．取引先企業との関係見直しについて
「物品購入規程」を新たに「購買管理規程」として策定致しました。購入先の選定方法を「競

争見積」および「企画競争」とするなど、選定および監督・検収ならびに支払手続に関し新たな
規程を制定致しました。

あんしん財団は、引続き公益法人に相応しい財団として、本来の目的である、『中小企業の健全な発展と福
祉の増進』により一層寄与できる体制の構築を掲げ、体制の整備を図り、会員・関係者の皆さまに対する信頼
回復に向け、役職員一丸となり業務改善計画の実施に取り組んでまいります。

なお、業務改善計画に対する報告は、3カ月に1度主務官庁に行います。今後の進捗状況については、順次
ご報告致します。

（平成24年4月6日現在）

東日本大震災で亡くなられた被共済者がいらっしゃる会員事業所さまへ

東日本大震災で被災された皆さま、そのご家族の方々に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。
当財団では、震災により被共済者に生じた傷害は、規約上（第19条の第1項第1号）、天災によるものと

して補償の対象外（免責）とさせていただいております。しかしながら、平成23年の大震災による被害は、
相互扶助の精神で成り立つ財団として、到底看過できるものではないと思料致します。

そこで、当財団では、亡くなられた被共済者がいらっしゃる会員事業所さまに対し、弔慰金10万円（死
亡被共済者1名につき）をお支払い致しております。

該当される会員事業所さまは、支局までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

®0120-311-816
（受付：平日9：00 〜 17：30 最寄りの支局・支所につながります）

あんしん財団からのお知らせ

1.   あんしん財団の会員は、中小企業である法人事
業所又は個人事業所（事業主）です。会員事業所
が事業を廃止された場合は、事業所として会員
資格を喪失したことになりますので速やかに脱
退手続きを行ってください（規約第7条の3第2
号）。また、会費を3カ月分継続して滞納された
場合は、脱退（会員資格喪失）したものとみなさ
れますのでご注意ください（規約第6条第2項）。

2.  ⑴ あんしん財団の被共済者（加入者）は、右記〈有
資格者〉のいずれかに該当し、かつ現に会員事
業所の事業に従事されている方です（規約第8条
第2項）。

     ⑵ 被共済者（加入者）として届出いただいた方が
転職・退職されたり、経営又は就業の実態が
なくなった場合（例：高齢や認知症などによる
被介護状態のため、事業に従事できなくなっ
た方）は、被共済者（加入者）資格を喪失したこ
とになりますので、速やかに変更（減員）手続き
を行ってください（規約第7条の3第3号）。

〈有資格者〉
① 法人が会員の場合は、当該法人の役員
② 個人事業主が会員の場合は、当該事業主及びその

家族※1（民法に定める親族をいう）

③ 会員が常時雇用する従業員（臨時雇用の従業員は除く）

④ その他①〜③に準ずる者であんしん財団が被共
済者と認めたもの

※1  家族とは個人事業主と親族関係にあり、主としてその事
業に従事している方をさします。

 被共済者（加入者）資格を喪失された方が
万一ケガをされた場合には、災害補償共済の対
象とはなりません（規約第10条）。また、脱退ま
たは変更の届け出をいただくまでの間にお支
払いいただいた会費も返還できません（※2）ので

（寄附行為第33条）、速やかな届け出をお願い
致します。
※2  脱退（変更）の届出書を弊財団が受領した月の翌月の

会費が引き落とされた場合は会費を返還致します。

大切なお知らせ・ご注意!!
  会員資格及び被共済者（加入者）資格の状況確認について


